
無償化無償化

１．対象者

教育・保育給付認定 ２号・３号の認定を受け、保育所もしくは認定

こども園を利用している児童の保護者。

２．手続き

これから保育施設の利用を開始する方は、保育利用申込書が保育料

無償化の申請も兼ねていますので、他の書類を別途用意する必要は

ありません。

３歳未満のお子さんも、

保育料が無償化になります！！

【お問合せ】 038-3803 藤崎町大字西豊田一丁目１番地 藤崎町役場 住民課子育て支援係 88－8184

【保育所・認定こども園 ０～２歳児クラス】

これまで３歳以上の保育料は全国で無償化としていましたが、

藤崎町では令和８年７月１日より０から２歳児クラスの
こどもたちも、保育料が無償化となります。

副食費
３歳以上の
保育料

そのほか保育関連の制度

※国の制度による
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